
 

 
 

報  告  第  ２６  号  

 

 

専決処分の報告について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

 

平成２２年１１月３０日提出  

 

新居浜市長  佐  々  木   龍     

 

 

和解及び損害賠償の額の決定について  



 

 
 

○写  

処      分      書  

 

専  決  第  １６  号  

 

 

和解及び損害賠償の額の決定について  

 

道路施設の管理瑕疵による事故について、次のとおり和解し、損害賠償の額を決定す

る。  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分する。  

 

平成２２年１０月６日  

 

新居浜市長  佐  々  木   龍  

 

 

１  和解の相手方   （省  略）  

 

２  事故の概要  

平成２２年８月３１日午後６時ごろ、垣生漁港（長岩地区）海岸道路（多喜浜二丁

目１４番２０号地先路上）において、西進中の原動機付自転車が舗装欠損箇所を通過

した際、前後輪が路面段差に接触し、車両を損傷した。  

 

３  和解の内容  

（１）新居浜市は、相手方に対し、車両を損傷させたことに係る損害賠償債務として、

金４万７，３１９円の支払義務があることを認める。  

（２）新居浜市と相手方は、本件事故に関し、前号に掲げる事項以外には、一切の債権

債務のないことを相互に確認する。  


